
      「第三者行為による傷病届」提出について 

 

1. 第三者加害行為とは 

あなた及び被扶養者が他人により負傷させられたときのことを言います。 
 
例  交通事故（同乗中、自転車や歩行者等の事故も含む）、暴力行為、スキー等の 

事故、建物等管理不備による事故、他人の飼犬による咬傷事故等。 

 

2. 治療費について 

その治療費は、加害者が当然負担すべきものです（ただし、過失の程度により負担 

  額が変わります）が、その治療を保険診療で受けた場合、治療費の支払いは加害者に 

代わって当健保組合が立替え払いをしますので、健康保険法第 57 条により当健保組合 

が損害賠償の請求権を取得します。これにより、当健保組合が負担した治療費は直接、 

加害者または自賠責保険等に請求します。 

 

3. 損害賠償の求償について 

治療終了等により当健保組合が自賠責保険等に請求する際、必要な診療報酬明細書 

（レセプト）の写し等を添付することに、この傷病届の提出をもって同意したものと 

させて頂きます。（加害者個人への請求の場合は、添付いたしません。） 

 

4. 傷病届について 

  健康保険で治療を受けたとき、または受けようとするときは必ず傷病届（当健保組合 

所定の様式）を当健保組合に提出することが、健康保険法施行規則第 65 条により義務 

づけられています。提出なき場合は健康保険からの給付費等を制限する場合があります。 

5. 傷病届の提出の際、次の書類のうち該当するものを添付してください。 

（イ） 事故発生状況報告書 

（ロ） 警察の事故証明（の写し） 

※事故種別欄が「物損事故」の場合、別途「人身事故入手不能理由書」を提出いただく場合がございます。 

（ハ） 誓約書（加害者が当健保組合で立替えた費用を必ず支払う旨の） 

※相手方加入の保険会社の記載でも可 

（ニ） 念書兼同意書（被保険者、被扶養者記載用） 

（ホ） 治療を受けた医師の診断書（治療終了ないしは症状固定時に提出） 

（ヘ） 貸与証明書（加害者の車輌が他人名儀の場合） 

（ト） 示談をしているとき、また、したときは示談書の写し 

（チ） その他 

6. 示談について 

   事故発生後すぐに、あるいは治療継続中に示談をすると示談後の治療費は当健保 

組合の負担とならず、あなた自身の負担となることがございますので、示談する場合は 

必ず当健保組合にご連絡ください。 

   なお、ご不明の点または質問等ございましたら、下記に文書または電話でご連絡 

  ください。 

 

〒 107-0052 
 
東京都港区赤坂 1-8-1 赤坂インターシティ AIR 
 
グラクソ・スミスクライン健康保険組合 

 
０３（４２３１）５０９０  

jp.kempo@gsk.com 担当 寉見（ツルミ） 

mailto:jp.kempo@gsk.com

